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関住協だより                              

  
                              〒542-0081 大阪市中央区南船場1－13－27アイカビル４Ｆ 
                             (06)4708－4461  FAX(06)4708－4462  

            

  No.102   2018. 1. 24 
 
 
 

   私とバードウォッチング 

     連載（酉年に因んで）を終えて――鳥も自然の一部 

           松岡三紀夫氏（日本野鳥の会大阪支部支部長）に聞く 

 

 ――１年間連載、ありがとうございました。

野鳥との出会いは何時から？ 

松岡）門司の山の中腹に住んでいて、幼いこ

ろから野鳥とは親しんできました。鉱山機

械・鉱山工具のセールスエンジニアとして、

アフリカに４年駐在しましたが、その間にケ

ニアのナイロビ郊外のナクール湖というとこ

ろで数十万羽のフラミンゴに圧倒された記憶

があります。 

 ところが日本人駐在員の間では、専らライ

オン、チーター、ゾウなどの動物ばかりが話

題になります。サハラ砂漠以南では約２１０

０種の野鳥が生息しており、いろんな野鳥を

見たはずだが記憶にない。今から思えばもっ

たいない話です。 

 １９９０年頃、埼玉県の所沢に住んでいた

ころ、家の庭に尾の長いきれいな水色の鳥が

来ました。気になって図鑑を購入して調べる

と、オナガ（尾長）という鳥であることが分

かりました。この時に、バードウォッチング

の楽しさに目覚めたといえると思います。 

 ――それで日本野鳥の会に…。 

松岡）鳥を見るだけなら日本野鳥の会には入っていません。サラリーマン時代に仕事とし

てアルミ缶のリサイクルに係わったことから、自然環境保護の必要性を痛切に感じていま

した。鳥も自然の一部であり、鳥も住めないようでは人間は住めないと思います。日本野

鳥の会は鳥を見て楽しむだけでなく、自然環境の保全にも尽力している団体だと知り、入

会しました。 

 鳥と環境保護との関係でいえば、ゴルフ場の開発、田んぼに農薬を使うことで鳥のエサ

がなくなる等の問題があります。皮肉なことに、自然エネルギーを利用するため、大規模

なソーラーパネルの設置に池を埋め立てたり、山が開かれたりしています。渡りの季節に
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なると風力発電の風車で鳥が傷ついたりしています。やはり自然エネルギーの利用といえ

ども、もうけを優先させると自然破壊につながります。 

 ――マンション建設も考えなければ。 

松岡）郊外でのマンション建設は、そろそろ考え時ではないかと思います。 

 ――ところで、毎回の原稿に写真が添付されてくるのですが、写真を撮るコツのような

ものはありますか。 

松岡）事前に止まるであろう枝などを予測しておき、ピントを合わせ、シャッターチャン

スを待つことです。いつ頃どこに、どういう鳥が来るか、どの枝にとまるかは、一人では

なかなかつかめません。やはり「先達はあらまほしけれ」です。日本野鳥の会などに所属

し、講座に出席したり、

一緒に歩いたりするこ

とです。マンション管

理でいえば、関住協は

まさに「先達」です。 

 バードウォッチング

は、木が葉を落とし、

見通しが良い冬に始め

るのがおすすめです。

ほどほどに歩いて、い

い空気を吸って、鳥を

見て感動する。この生き方がいいんです。 

 ――先ほど関住協の話が出ましたが、関住協との出会いは…。 

松岡）私が理事長をしていた平成１１年に関住協に入会しました。 

 それまでも管理会社とは一線を引いて運営をしてきたのですが、管理会社からは自社に

都合の良い情報しか提供されないので、私の前も理事長がそういったところに不信を持っ

ていたところ、知り合いから関住協のことを聞き、２回目の大規模改修を控えていたこと

もあり、理事会で入会を決議しました。翌年、私が理事長になり、総会で入会の承認を得

ました。 

 大規模改修セミナー（現・集合住宅セミナー）に理事有志が参加し、集合住宅維持管理

機構（以下「機構」）との繋がりもできました。大規模改修工事の準備を進めている中、１

回目の資料が全くないことが判明、いよいよ管理会社への不信感が募っていき、関住協と

機構への信頼が増していきました。 

 その後、私も関住協の世話人になり、行事や学習会のお世話もしました。 

 何かというと、利益ばかりをいう世間一般の風潮に対し、我々管理組合の味方になって

くれる関住協や機構は、貴重な存在です。 

 ――興味深い野鳥の話、また我々関住協にも励ましを頂き、勇気が出てきました。 

長時間のお話、有難うございました。 

↑湖北にて 
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住宅宿泊事業法（民泊新法）への対応について 

 

 いよいよ本年３月１５日から、住宅宿泊事業を行おうとする者からの都道府県知事（保

健所設置市では、その長）への住宅宿泊事業法に基づく届出の受付が開始されます。 

 住宅宿泊事業法に基づく民泊（以下、「新法民泊」といいます。）の特徴は、従来からの

旅館業法や戦略特区による民泊と異なり、住宅を対象とした制度であることから、管理規

約に「専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」の規定を置いて

いるだけでは、禁止することは出来ないことになります。 

 

 ２０１６年、民泊の合法的な普及を目指した「特区民泊」は、滞在日数の下限が長く（原

則７日、大阪府条例では３日）使い勝手が悪いのと、マンションの場合には、規約上、「住

宅専用」が規定されていることが多いことの２つの大きな制約から、政府や民泊業者が期

待したほど普及しておらず、今なお、非合法のいわゆる「ヤミ民泊」が大多数を占めてい

ます。 

 新法民泊は、この２つの制約をなくすべく、以下のような条件を設定しています。 

 滞在日数については、宿泊者の滞在日数ではなく（１泊から可）、１年間のうちの実際の

稼働日数で１８０日以内（条例で引き下げることは可）という上限を設けています。 

 これは、あくまでも建物（専有部分）の主たる使用は宿泊施設でなく住宅であることを

前提としているからです。この１８０日の計算方法ですが、特区民泊の場合には「７日」

は「６泊７日」であるとされていましたが、新法民泊の場合は、ある日の正午から翌日の

正午までを１日とカウントします。このため実際には１８０日よりももっと多くの日数、

宿泊する人達の出入りが行われることになります。さらに、年間の稼働日数は、事業者か

ら行政へ毎年報告する義務はあり、また、行政からの立入検査が可能であるとの規定はあ

りますが、全ての民泊に対して行われるとは考えられず、実際には１８１日以上であるこ

とが事実上起こりうることになります。 

 そして、もう一つの制約であった、「住宅専用」の規約があるマンションでも、あくまで

も住宅を宿泊施設として利用するものであるとして、規約に「住宅専用」の規定があって

も新法民泊は可能であることです。このため、新法民泊を認めない場合には、規約に新法

民泊を認めない旨の規定を設定すること。仮に、本年３月１５日までに規約改正ができな

い場合には、理事会で以下のような決議を行うこととされています。 
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『当○○○○マンション管理組合理事会は、以下のとおり決議する。 

１．○○○○マンションでは、その専有部分を住宅宿泊事業法第３条第１項の届出を行っ

て営む同法第２条第３項の住宅宿泊事業に使用することを禁止する。 

２．２０１８年○月に開催予定の当管理組合○○総会において、住宅宿泊事業法に基づく

民泊を禁止する旨の規定を管理規約に盛り込む規約変更の決議を行う。』 

 

 併せて、関住協が最も適切であろうと考えている規約に規定すべき具体的な文言例は、

以下のとおりです。（下線部分が追加する文言。） 

 

（専有部分の用途）  

第○○条 住宅部分の区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、

他の用途に供してはならない。 

２ 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第３条第１項の届出を行って営む同法

第２条第３項の住宅宿泊事業に使用してはならない。 

３ 区分所有者は、前項の届出の有無、旅館業の許可の有無、国家戦略特別区域外国人滞

在施設経営事業に関する条例による特定認定の有無その他いかなる法令の適用の有無にか

かわらず、不特定又は多数の者を宿泊させる行為を行ってはならない。 

（専有部分の貸与） 

第△△条 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用

細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。  

２ 前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に

定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則

に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。 

３ 区分所有者は、自己の所有する専有部分を第○○条第２項及び第３項に反する行為を

行おうとする者に貸与してはならない。 

４ 貸与を受けた者が、第○○条第２項及び第３項に反する行為を行った場合には、区分

所有者は、その貸与に係る契約を解除し、明け渡しを求めなければならない。 
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 従来、関住協は、民泊禁止の規定を規約に置く場合、下手な表現を使用すると、かえっ

てヤミ民泊を容認しかねない等の理由で、規約ではなく区分所有法によって規約と同等の

効力を有する「総会決議」によることをお勧めしてきました。 

しかし、上記第○○条第２項は、第１項の直後に記載することが最も適切であり、仮に、

他の種類の民泊やヤミ民泊の禁止を総会決議で行っていても、規約だけを読んだ人が特区

民泊等は容認されているとの誤解が生ずる恐れがありますので、第３項を設けています。 

 

 しかも、さらに重要なことは、新法民泊の届出の添付書類には、管理組合の承認の判な

どは要求されておらず、新法民泊を禁止していない旨を記載した届出人が作成する誓約書

でも良いということです。 

 従って、上記の様な理事会決議や規約変更を行えば安心というのではなく、新法民泊が

禁止されていることを知らなかったと誰にも言わせないようにするために、可能な限りの

ありとあらゆる方法で周知徹底が必要です。 

 最低限、以下のことは行って下さい。 

① 各戸（賃貸等の場合、賃借人と不在組合員の両者）にビラ等を配布発送する。 

② 管理組合ニュース等広報紙に掲載する。 

③ 掲示板に掲示する。 

 

 取り急ぎ必要な対応について記載しました。分かりにくい部分があったと思います。次

号以下でも、引き続きこの問題については、取り上げていく予定です。 

 

 

 

 

 

民泊問題等で管理規約の改定をご検討されている組合の方 

ご相談を承りますので関住協までご連絡ください。 
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「マンションドクターの知恵袋」その４ 

－トイレのお手入れ－ 

 
 

トイレがきれいだととても爽やかな気分にな

ります。今回はトイレのお手入れのコツを紹介

します。昔からトイレ掃除をするとべっぴんさ

んになると言われています。トイレを掃除して

皆さんもべっぴんさん（男前）になって下さい。 

 

●便器の汚れ 

トイレをきれいにす

る基本は、汚れに気づ

いたらその場でお掃除

することです。こまめ

に手入れをすれば洗剤

を使わなくても清潔に

維持することができま

す。トイレ用ブラシと

除菌クロスをみんなの

取りやすい所に置いておき、汚したときにはト

イレの水を流してすぐにブラシで便器の中をこ

すり洗いし、その後に除菌クロスで便座とふた

を拭きましょう。家族のみんなが協力して、こ

のようにさっとお掃除する習慣を身につけるこ

とが大切です。 

汚れが付着した場合は通常、トイレ専用の洗

剤を使用して掃除します。トイレの便器には尿

石や黄ばみ、水垢、ホコリなど様々な汚れが付

着します。トイレ用洗剤は中性か酸性のものが

多く、尿石や黄ばみに作用する成分で造られて

います。洗剤が流れてしまわないように便器の

汚れた部分にトイレットペーパーをのせ、その

上に洗剤をかけ、浸透させ、そのまま数分おき

ます。そしてトイレ用ブラシで擦り落とします。 

便器の内側のフチ裏は、飛び散った汚物が付

着して特に汚れが溜まりやすい所で、臭いの原

因になっています。洗剤をトイレ用ブラシにつ

け、内側・フチ裏を擦り洗いします。トイレ用

ブラシがフチ裏に届きにくい場合は、靴用ブラ

シを使うと便利です。洗い残しがあると黄ばみ

や黒ずみになりますので、傷つかないようにて

いねいに洗います。そして、ぞうきんにトイレ

用洗剤をつけて、フチの内側を拭き、最後に水

で濡らして十分に絞り、

洗剤の成分をしっかり

と拭き取ります。 

小水が飛びやすい便

器の外側は、トイレ用洗

剤を使って拭くだけで

ほとんどきれいになり

ます。 

タンク上部は衣服から出るホコリが沈着しや

すく、黒ずみの原因となります。水に濡らして

十分絞ったぞうきんにトイレ用洗剤をつけて全

体を拭き、仕上げに十分に絞ったぞうきんで水

拭きします。 

 

●床の汚れ 

狭い空間で衣服を上げ下げするため、トイレ

の床はホコリが溜まりやすくなっています。最

初にホコリをペーパーモップなどで取り除きま

す。便器と床の隙間は竹串等を使って汚れをき

れいにかき出します。そして、ぞうきんに住宅

用中性洗剤をつけて床を拭きます。次に水拭き

をし、最後にから拭きをします。また、フロー

リング等木質系の床で目地などに黒いシミが出

来た場合は、小水中のアンモニアや梅雨時など

の結露が原因と考えられます。長時間放置する

とシミはどんどん広がり、床材を腐らせる原因

にもなります。こぼれたらすぐに拭き取るよう

にしましょう。 

 

●トイレ用ブラシの汚れ 

トイレ用ブラシは汚物の掃除を行

い、トイレに長く設置されたままに

なりますので菌が繁殖し臭いの原因

となります。定期的に塩素系漂白剤などを使っ

て、除菌・洗浄することをおすすめします。 

 

（集合住宅維持管理機構機関誌 

マンションドクターニュース 

No.84号から転載）
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関住協２０１８年の講座・交流会の予定 

 

 ・個人情報保護法関連 

  個人情報保護法とプライバシー保護についての講座 

 

 ・認知症サポート講座と独居老人対策交流会を一連のものとして実施 

 

 ・大規模マンション（１５１戸以上）の管理組合の交流会 

 

◎詳しい内容、日時・場所については別途お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

ＮＰＯ法人 マンション管理支援の関住協 

第 18 回定期総会のご案内 

3 月 3 日（土）午後 1 時 30 分～ 

AICA ビル 5F 集合住宅維持管理機構セミナールームにて 
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ちがいさがし 

上の絵と下の絵で７つのちがいがあります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

回答ははがきに下の絵を貼り付

け、ちがう所に印をつけてくださ

い。住所、氏名、年齢、さらに余

白にこの号をお読みになった感想

などもお書きください。締め切り

は 2 月 20 日。正解者の中から抽

選で 5 名の方に図書券（500 円）

をプレゼントします。発表は図書

券の発送にかえさせて頂きます。 

編集部から 前回の「ちがいさがし」

には 11 人の方から回答が寄せられ、次の

ようなコメントも記されていました。 

「築 30 年のマンション。大規模工事も

数回行われ、不適切コンサルタントの記

事興味深く拝見しました。」（神戸市60歳） 

「“関住協だより”毎回読ませてもらっ

ています。大垣さんのマンション管理や

運営の意見、とても参考になりました。

自覚を持って住んでいきたいです。」（枚

方市 47 歳） 

「いつも楽しみに愛読しています。こ

れからも続けて発行して下さいませ。」

（大阪市 72 歳）。 

 


